
「令和元年度 第１回 宇都宮市市民公開講座」基調講演

地域で支え合う社会を目指して
－住民、ＮＰＯ、社会福祉法人などが果たすべき役割－

２０１９年８月２４日 午後２時１０分～２時５０分

宇都宮大学教育学部学芸系家庭分野 住環境・まちづくり研究室

宇都宮大学地域創生科学研究科 コミュニティデザイン学プログラム

陣内 雄次



本日の内容

自己紹介

１．終の住処をどうする？

２．住み慣れた住まいと地域で住み続けるために

３．地域社会の現実と課題

４．支え合いの地域社会を

５．おわりに



自 己 紹 介



地域の台所
「あいあい食堂」
（コミュニティカフェ「ソノツギ」
にて、毎月最終金曜の午後
６時～８時）

子どもの居場所「駄
菓子屋飴ん坊」も同
日午後４時～６時
オープン。

今月は３０日にオープ
ンします。４００円で食
べ放題。
（高校生まで２００円）



宇都宮大学

ガスト

あいあい食堂

駄菓子屋飴ん坊

（コミュニティカフェ

「ソノツギ」）
Ｇｏｏｇｌｅ Ｍａｐ



Google map

さろん はないろもめん

茶論花色木綿でお待
ちしております＾＾
■土・日・月 午後１時～５時
■金沢市西町四番丁１７－６
■コーヒー・紅茶など飲み物
とデザート

２０１５年３月１４日北陸新幹
線が“古都”金沢まで開通。大
宮駅から最速便で約２時間

陣内ファミリーが運営して
いる、小さなカフェです＾＾



１．終の住処をどうする？
（ ～２：１５）



みなさんが介護が必要になった時

入 所 入 院

息子、娘
の家

自 宅

住み慣れた自宅や地域
で暮らし続けられるよう

にするためには．．．？



約６６％



２．住み慣れた住まいと地域で

幸せに住み続けるために

－地域での豊かな支え合い－
（２：１５～２：２０）



「自助」 自分で自分を助けること。かかりつけ医をもち、定期

的に健康診断を受けるなどして、普段から自分の健康に注意を払

い、自立した生活を維持するために必要なサービスは自費で購入。

「互助」 住民同士の支え合い。町会・自治会などの活動やボラ

ンティア・ＮＰＯなどによる、公的な制度と異なる助け合いのし

くみ。

「共助」 制度化された相互扶助。医療、年金、介護保険といっ

た社会保険制度を指し、保険の仕組みを用いて社会全体で助け合

おうというもの。

「公助」 国による社会福祉制度。税の負担による生活保護制度

や市区町村が実施する高齢者福祉事業など。



地域社会とコミュニティの変遷

村落共同体 共 助

産業社会
（市場と都市）

共 助

共 助成熟社会
（ストックと縮小）

自 助

自 助

共助・公助

共助・公助

共同体

大家族＋村落

外部化

各世帯 市場

外部化

各世帯 政府

各世帯 市場 各世帯 政府共同化

近代家族（核家族ｻﾗﾘｰﾏﾝ）

家族の多様化（個人）

収入格差

不確実化

単身化

経済縮小

財政難

少子超高齢化

（注：『住宅』2013年1月号、社団法人日本住宅協会、p.69の図－６に加筆）

互 助

互 助

互 助



「人口減少＋少子超高齢社会」における高齢者を在宅で支
える社会システムとして「地域包括ケアシステム」（介護保険制
度の平成２４年度改正に伴い）

その満たすべき条件とは．．．

•医療が必要な高齢者や重度の要介護高齢者についても、
可能な限り在宅で生活できるよう支える仕組み

・一人暮らし高齢者や、虚弱な長寿高齢者を在宅で支える
仕組み

•長寿化に伴い、増加が見込まれる「認知症高齢者」を在宅
で支える仕組み
•入院しても、円滑に退院が可能となる仕組み
•在宅での看取りができる仕組み
•利用者や家族のＱＯＬの確保ができる仕組み



http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/

■介護の将来像（地域包括ケアシステム）（厚労省ＨＰに加筆）

自治会、ボラン
ティア、ＮＰＯな
どへの期待



http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/dl/link1-3.pdf



http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/dl/link1-3.pdf



３．地域社会の

現実と課題
（２：２０～２：２５）



（１）縮退社会という現実





（２）超高齢社会に生きる

我が国の高齢者



内閣府「高齢者の生活実態に関する調査」（２００８年）

①日頃の会話の頻度 「２～３日に一回以下」

→高齢男性の一人暮らし ？

→高齢女性の一人暮らし

②近所とほとんどつきあいがない

→高齢男性の一人暮らし

？

？



http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2014/gaiyou/s1_2_6.html

資料：「高齢者の経済生活に関する意識調査」（２０１１年、内閣府）

男性 女性

困ったときに頼れる人がいない人の割合



出所：広井良典「これからはローカルの時代」『まち・むら』2013年12月号、p.34

国際的に見て日本は最も

「社会的孤立」度の高い国



■一人暮らし高齢者の増加と孤立化

■遠慮して「ＳＯＳ」が言えない

■一人暮らし認知症高齢者の増加と孤立化



？・地域住民に余力はあるのでしょうか？
・ＮＰＯはどのように参画できるのでしょう？
・社会福祉法人は何ができるのでしょう？



４．支え合いの地域社会を
（２：２５～２：４８）



地域社会とコミュニティの変遷

村落共同体 共 助

産業社会
（市場と都市）

共 助

共 助成熟社会
（ストックと縮小）

自 助

自 助

共助・公助

共助・公助

共同体

大家族＋村落

外部化

各世帯 市場

外部化

各世帯 政府

各世帯 市場 各世帯 政府共同化

近代家族（核家族ｻﾗﾘｰﾏﾝ）

家族の多様化（個人）

収入格差

不確実化

単身化

経済縮小

財政難

少子超高齢化

（注：『住宅』2013年1月号、社団法人日本住宅協会、p.69の図－６に加筆）

互 助

互 助

互 助

互助がもっと豊かな宇都宮に？



みんなが「地域」に関心を持ち、

（できる範囲でよいので）

支え合いの地域社会を担っていくことが理想。

なぜなら、「地域」はみんなの共有財産だから。



Ｇｏｏｇｌｅ

人口約５２万人、４１７平方キロメートル



Ｇｏｏｇｌｅ
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人など社
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店など

互 助



Ｇｏｏｇｌｅ

自治会
（住民）

ＮＰＯ、社
会福祉法
人など社
会課題解
決型組織

市役所
など公的
機関

企業、お
店など

互 助

自治会
（住民）

互 助



「自助」 自分で自分を助けること。かかりつけ医をもち、定期

的に健康診断を受けるなどして、普段から自分の健康に注意を払

い、自立した生活を維持するために必要なサービスは自費で購入。

「互助」 住民同士の支え合い。町会・自治会などの活動やボラ

ンティア・ＮＰＯなどによる、公的な制度と異なる助け合いのし

くみ。

「共助」 制度化された相互扶助。医療、年金、介護保険といっ

た社会保険制度を指し、保険の仕組みを用いて社会全体で助け合

おうというもの。

「公助」 国による社会福祉制度。税の負担による生活保護制度

や市区町村が実施する高齢者福祉事業など。



自治を担う主体としての自治会

「地域のことは、地域で、責任を持って行う」という自
己決定・自己責任の自治の基本を実践する団体



自治会の強み・弱み・機会・脅威

強み
・住民の地域への貢献意欲

・自治活動への責任の自覚

・現役員の強い責任感

・事業改革の実践

弱み

・一般住民の自治会への印象（魅力がな
い、負担の不公平感など）

・参加者の少数・固定化

・役員の固定化

・不十分な事業ノウハウ

機会

・「中央集権から地方分権」「官から民へ」
という自治の流れ

・ハード主体からソフト主体への流れ

・団塊世代のリタイアによる有能な人材
の増加

・有望な協働のパートナーの出現（ＮＰＯ、
ボランティア、企業など）

脅威
・地域の衰退

・地域への無関心

・経済・仕事中心のライフスタイル

・新住民と旧住民の隔たり

・高齢化（介護対象者の増加）

参考：「提言書 ～これからの自治会の在り方について～」



・一人ひとりのペースで、できることから。

・人と人のつながりの重要性。

・役割を持つことの大切さ。



近藤克則先生
千葉大学予防医学セン
ター教授
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運動、栄養も重
要ですが、社会
参加に良い習慣

がある人は死亡
率が半減。





役割（出番）があることの重要性



Ｇｏｏｇｌｅ

自治会
（住民）

ＮＰＯ、社
会福祉法
人など社
会課題解
決型組織

市役所
など公的
機関

企業、お
店など

互 助
ＮＰＯ、社
会福祉法
人など社
会課題解
決型組織

互 助



ＮＰＯとは

Non-profit Organization

Not-for-profit Organization

つまり、営利を目的としない民間の組織

一番の目的は公益

（社会課題の解決）

みなさんの地域のＮＰＯ法人ご存知で
すか？



・栃木県 →５７９（2014年4月）

→６５０（2018年6月）

・全国 →４９,０４２（2014年4月）

→５１,７７４（2018年6月）

・宇都宮市 → ？

●対象とする領域は環境・まちづくりなど多種
多様だが、保健／医療／福祉系のＮＰＯ法人が
多数を占める。

→介護保険制度の関係？



https://www.keieikyo.com/about/whats.html



ＮＰＯ 社会福祉
法人

公益、社会貢献



「自助」 自分で自分を助けること。かかりつけ医をもち、定期

的に健康診断を受けるなどして、普段から自分の健康に注意を払

い、自立した生活を維持するために必要なサービスは自費で購入。

「互助」 住民同士の支え合い。町会・自治会などの活動やボラ

ンティア・ＮＰＯなどによる、公的な制度と異なる助け合いのし

くみ。

「共助」 制度化された相互扶助。医療、年金、介護保険といっ

た社会保険制度を指し、保険の仕組みを用いて社会全体で助け合

おうというもの。

「公助」 国による社会福祉制度。税の負担による生活保護制度

や市区町村が実施する高齢者福祉事業など。

社会福祉法人ＮＰＯ

・制度の隙間を埋める頼もしい存在。
・専門的知識やスキル。
・志の高い人材。



【NPOや社会福祉法人への期待】

・地域（自治会）の「応援者」であり「支援者」としての役割。

・福祉の専門職としてのノウハウの提供や、地域住民が互
助を担っていくきっかけづくり。

・地域（自治会）のみなさんが息切れをしないようなサポート。

・「困った…」という声から福祉サービスをつくりだす。

・自治会（地域）と関わることによる職員の意識変革。

・専門家からの支援による地域住民の意識変革。



陣内雄次「まちづくりNPOの可能性と課題に関する一考察」『宇都宮大学教育学部研究紀要』
第６７号第１部、２０１７年３月、１５２頁

閉ざされたケアの拠点を開き地域威厳へ



陣内雄次「まちづくりNPOの可能性と課題に関する一考察」『宇都宮大学教育学部研究紀要』
第６７号第１部、２０１７年３月、１５３頁

新たなムーブメントや方法論の創出



徳島県上勝町の「葉っぱビジネス」

（２００７年制作、３分間）



Ｇｏｏｇｌｅ

自治会
（住民）

ＮＰＯ、社
会福祉法
人など社
会課題解
決型組織

市役所
など公的
機関

企業、お
店など

互 助

みんなで互助を創出し維持していく。



５．お わ り に
（２：４８～２：５０）



みんなで互助を創出し維持していく。

そのために重要な
ことは？


